
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
か
ら
市
民
の
暮
ら
し
を
守
る
緊
急
要
望
書 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
、
短
期
間
の
う
ち
に
急
速
な
広
が
り
を
見
せ
、
医
療
機
関
従
事
者
や

保
健
所
職
員
に
も
感
染
し
、
危
機
的
な
状
況
が
続
い
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
市
内
経
済
に
も
影
響
を
与
え
、

小
規
模
事
業
者
の
多
い
本
市
は
、
あ
ら
ゆ
る
支
援
が
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
国
の
緊
急
経
済
対
策
と
し

て
、
待
望
の
特
別
定
額
給
付
金
が
決
定
し
ま
し
た
が
、
窓
口
業
務
は
、
市
町
村
対
応
と
な
っ
て
お
り
、
迅
速

に
混
乱
な
く
給
付
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
か
ら
市
民
の
暮
ら

し
を
守
る
た
め
、
左
記
の
項
目
に
つ
い
て
対
策
を
講
じ
ら
れ
る
よ
う
、
緊
急
要
望
い
た
し
ま
す
。 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 

記 

 

一
、 

特
別
定
額
給
付
金
の
迅
速
な
給
付
に
向
け
、
体
制
の
強
化 

㈠ 

電
話
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
の
設
置 

㈡ 

給
付
を
装
っ
た
詐
欺
被
害
の
防
止 

㈢ 

Ｄ
Ｖ
等
で
世
帯
主
と
別
居
さ
れ
て
い
る
方
へ
の
適
切
な
給
付 

二
、 

川
口
市
小
規
模
事
業
者
等
事
業
継
続
緊
急
支
援
金
の
迅
速
な
給
付 

㈠ 

申
請
手
続
き
の
簡
素
化 

㈡ 

相
談
体
制
の
強
化
と
事
業
者
へ
の
周
知
の
徹
底 

三
、 

国
の
給
付
金
か
ら
漏
れ
た
事
業
者
向
け
の
支
援
の
創
設 

四
、 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
協
力
医
療
機
関
へ
の
支
援
の
創
設 

五
、 

個
人
向
け
減
収
対
策
緊
急
支
援
金
の
創
設 

六
、 

市
税
・
国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
の
徴
収
猶
予 

七
、 

公
共
料
金
（
上
下
水
道
料
金
）
等
の
支
払
い
の
猶
予 

八
、 

個
人
向
け
生
活
福
祉
資
金
の
特
例
措
置
の
導
入 

㈠ 

貸
付
け
限
度
額
の
拡
大 

㈡ 

据
え
置
き
期
間
の
延
長 

九
、 

プ
レ
ミ
ア
ム
付
き
商
品
券
発
行
事
業
の
実
施 

㈠ 

個
店
を
守
る
た
め
、
過
去
最
大
規
模
の
割
引
率 

㈡ 

購
入
を
希
望
す
る
全
て
の
市
民
を
対
象 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
二
年
四
月
二
十
七
日 
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